2016年○月○日
●●株式会社□□営業所御中
●●株式会社人事部
ストレスチェック受検のお勧め
※本文章は、○月×日（●）□時の時点でストレスチェック未実施の方に送付しております。
平素より会社の健康・衛生管理施策にご協力いただき、誠にありがとうございます。
人事部ストレスチェック実施事務担当の●●と申します。
このたびは、以前から告知しておりますストレスチェックの目的や意義、当社におけるデータの取り扱い等について下記のとおり、再度周知させていただきます。
当社のストレスチェックの実施期間は【○月×日（●）□時】までとなっております。
当社といたしましては、事業所で勤務するすべての方にストレスチェックを受検していただきたいと考えておりますので、下記内容をご確認の上、是非期間内の受検をお願い致します。
実施方法の詳細は、前回のご案内「ストレスチェックの実施方法」をご参照ください。
記
1.ストレスチェック制度の目的
当社では従来より、心の健康管理の一環として、定期健康診断における問診を始めとし産業医等への相談窓口設置等メンタルヘルスへの取り組みを行ってまいりました。しかし、この取り組みとは別に、発症を未然に予防するために各自がセルフケア（一人ひとりが行う自身の健康管理）の実施を促進し、また働きやすい職場環境の形成することを目的として、労働安全衛生法に基づき、外部の実施機関及び産業医を共同実施者としたストレスチェックを実施しています。
ストレスチェックはメンタルヘルスの未然防止を目的としておりうつ病等の罹患者へのスクリーニングのために行うような性質のものではありません。
2.受検の推奨
以上の目的のため、できるだけ多くの従業員の方にセルフケアに活かしていただくため、対象全従業員がストレスチェックを受検していただきますようお願い申し上げます。
3.ストレスチェック結果の取扱い
受検いただいたストレスチェックの個別の結果は、回答から１か月程度でみなさんに配布いたします。結果には、ストレスの程度が項目ごとに算出されており、また今後セルフケアに活かしていただける内容も記載しておりますので、自己管理にお役立てください。また、一定のストレスが認められる従業員の方には面接指導の対象として面接指導の申し込みのご案内をしています。
メンタルヘルスの未然防止を徹底するためにはこの面接指導も非常に大切となりますので、該当者につきましてはできる限り申し込みを行っていただくようお願いいたします。

また、個別のストレスチェック結果は、各個人の健康管理を目的として実施者の外部機関と産業医のみが確認しています。個人の結果が外部(上長・人事部その他部署等)に漏れることは、一切ありませんので、正直な状態で受検いただければと思います。
※なお、職場全体のストレス傾向の把握を目的に、個人が特定できないようストレスチェック結果を加工し、分析および報告書作成に使用します。
4.未受検・結果に応じた不利益の禁止

当社の意向としては、対象全従業員にストレスチェックを受けていただきたいと考えておりますが、これを受検しないことをもって不利益な取り扱いをすることは一切ございません。
また、ストレスチェックの結果及び面接指導の結果等ストレスチェック制度に基づいて発生したこれらの内容をもって不利益な取り扱いをすることは一切ございません。

以上
ご不明な点がありましたら○○○○（内線****）まで、ご遠慮なくご連絡下さい。

以上、宜しくお願い致します。

